
 

 
 

                               【参考】 
 

 
 
 

 
 

医療機関等が出産費用の請求を行い（下図の矢印⑤⑥）、 

保険者から支払機関を経由して医療機関等に支払われる仕組み（下図の矢印⑦⑧）。 

被保険者が保険者に出産育児一時金の支給申請を行い（下図の矢印⑥）、 

医療機関等が被保険者に代わって受け取る仕組み（下図の矢印⑩）。 


